
障害者福祉課 

子ども政策課 

児童相談課 

 議案第２２号 

港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例について 

 

  国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）」

等の一部改正を踏まえ、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例等（以下「条例等」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  管理栄養士養成施設卒業者の負担軽減を図るため、管理栄養士国家試験の受験資

格が見直され、管理栄養士養成施設卒業者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、

栄養士の免許を取得することを不要とする栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）

の改正が行われました。 

これにより、管理栄養士養成施設卒業者は、管理栄養士国家試験の受験資格を満た

すために栄養士免許を取得する必要がなくなったため、児童福祉施設等における職

員の配置基準に、栄養士免許を有しない管理栄養士を加える省令改正が行われたこ

とを踏まえ、条例等の一部を改正します。 

   

２ 改正内容 

  職員の配置基準について、栄養士免許を有しない管理栄養士であっても基準を満

たすことができるよう改正します。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

４ 改正する条例   

１ 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

２ 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

３ 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 

４ 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

令和７年２月２６日 資料№３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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港
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
二
十
七
条 

乳
児
院
（
乳
幼
児
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
に
限
る
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務

の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条 

乳
児
院
（
乳
幼
児
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
に
限
る
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務

の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

五 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

五 

栄
養
士 

 

六 

（
略
） 

 

六 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 
（
職
員
） 

第
五
十
三
条 

児
童
養
護
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士

又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理

第
五
十
三
条 

児
童
養
護
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士

を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
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員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

と
が
で
き
る
。 

 
一
～
五 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

六 

栄
養
士 

 

七
・
八 
（
略
） 

 

七
・
八 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
六
十
二
条 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す

る
児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ

て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ

っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
二
条 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す

る
児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ

て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

四 

栄
養
士 

 

五
・
六 

（
略
） 

 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
２ 
（
略
） 

３ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に
医
師
及
び
看
護
職
員
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護

３ 
主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に
医
師
及
び
看
護
職
員
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
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師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施

設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る

施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施

設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

４
～
７ 

（
略
） 

４
～
７ 

（
略
） 

８ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施

設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
看
護
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
又

は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施

設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
看
護
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が

で
き
る
。 

９
～ 

 

（
略
） 

９
～ 

 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
七
十
三
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
三
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 
四 

栄
養
士 

 

五
～
八 

（
略
） 

 
五
～
八 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
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に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 
一 
児
童
四
十
人
以
下
を
通
わ
せ
る
施
設
で
あ
る
場
合 

栄
養
士
又
は
管
理
栄

養
士 

 

一 

児
童
四
十
人
以
下
を
通
わ
せ
る
施
設
で
あ
る
場
合 

栄
養
士 

 

二
・
三 
（
略
） 
 

二
・
三 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
八
十
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理

員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
十
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理

員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

八 

栄
養
士 

 

九 

（
略
） 

 

九 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 
（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
八
十
七
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば

第
八
十
七
条 
児
童
自
立
支
援
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄

養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄

養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な

い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
六 
（
略
） 
 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

七 

栄
養
士 

 

八 

（
略
） 

 

八 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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港
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
二
十
条 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
入
所
児
童
の
生
活
指
導
を
行

う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
、
看
護

師
、
保
育
士
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養

士
又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児

童
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、

学
習
指
導
を
委
託
す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員
を
、
児
童
四

十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養

士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い

こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
条 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
入
所
児
童
の
生
活
指
導
を
行

う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
、
看
護

師
、
保
育
士
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養

士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
十
人
以
下
を
入

所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託

す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員
を
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所

さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 
（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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港
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
三
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

第
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童

発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
区
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達

支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務

の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
調
理

員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童

発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
区
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達

支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

三 

栄
養
士 

 

四
・
五 

（
略
） 

 

四
・
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 
（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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港
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
四
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
） 

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
） 

第
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
、
区
規

則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下

の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号

の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
福
祉
型

障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
、
区
規

則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下

の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号

の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士 

 

四 

栄
養
士 

 

五
・
六 

（
略
） 

 

五
・
六 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 
（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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障害者福祉課 

子ども政策課 

児童相談 課 

 

栄養士又は管理栄養士の配置が必要な児童福祉施設等について 

 

 

１ 栄養士又は管理栄養士の配置が必要な施設 

番号 施設種別 施設名称 

１ 乳児院 慶福育児会麻布乳児院 

２ 乳児院 東京都済生会中央病院付属乳児院 

３ 児童発達支援センター 港区立児童発達支援センター 

 

２ その他 

  港区一時保護施設については、港区一時保護施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例において、栄養士又は管理栄養士の配置が必要となってい

ますが、入所児童が４０人以下のため、対象外となっています。 

令和７年２月２６日 資料№３-３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 

10


